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答 申   第  ３  号  

平成１９年１１月１２日 

 

 

 宝 塚 市 教 育 委 員 会  様  

                                    

 

宝 塚 市 個 人 情 報 保 護・情 報 公 開 審 査 会  

                会 長   平  松   毅  

 

 

宝 塚 市 情 報 公 開 条 例 第 １ ５ 条 に 基 づ く 諮 問 に つ い て （ 答 申 ）  

 

 

  平 成 １ ９ 年 ８ 月 ８ 日 付 け 宝 塚 市 教 育 委 員 会 諮 問 第 ２ 号 に よ

り 諮 問 を 受 け た 「 平 成 １ ８ 年 ２ 月 ２ １ 日 か ら 平 成 １ ９ 年 ２ 月 ２ ０

日 に お け る 宝 塚 市 立 小・中・養 護 学 校 の 教 特 法 に 基 づ く 研 修 報 告 書 」

の 情 報 公 開 請 求 に 対 す る 情 報 部 分 公 開 決 定 に 係 る 異 議 申 立 て に つ

い て 、 当 審 査 会 は 慎 重 に 審 査 し た 結 果 、 次 の と お り 答 申 し ま す 。



 2

１  審 査 会 の 結 論  

宝 塚 市 教 育 委 員 会 が 行 っ た 「 平 成 １ ８ 年 ２ 月 ２ １ 日 か ら 平 成  

１ ９ 年 ２ 月 ２ ０ 日 に お け る 宝 塚 市 立 小 ・ 中 ・ 養 護 学 校 の 教 特 法 に

基 づ く 研 修 報 告 書 」に つ き 、部 分 公 開 と し た 決 定 は 、妥 当 で あ る 。  

 

２  異 議 申 立 て の 趣 旨  

本 件 異 議 申 立 て は 、宝 塚 市 教 育 委 員 会（ 以 下「 実 施 機 関 」と い

う 。） が 文 書 特 定 し た 「 平 成 １ ８ 年 ２ 月 ２ １ 日 か ら 平 成 １ ９ 年   

２ 月 ２ ０ 日 に お け る 宝 塚 市 立 小 ・ 中 ・ 養 護 学 校 の 教 特 法 に 基 づ く

研 修 報 告 書 」（ 以 下 「 本 件 文 書 」 と い う 。） 中 の 教 諭 の 氏 名 、 職 名

及 び 当 該 教 諭 を 特 定 し 得 る 部 分 （ 以 下 「 氏 名 等 」 と い う 。） に つ

い て の 非 公 開 決 定 （ 以 下 「 本 件 決 定 」 と い う 。） を 取 り 消 し 、 当

該 部 分 に つ い て 公 開 す る こ と を 異 議 申 立 人 （ 以 下 「 申 立 人 」 と い

う 。） が 求 め る も の で あ る 。  

 

３  異 議 申 立 て の 理 由  

申 立 人 が 異 議 申 立 書 、陳 述 書 及 び 口 頭 に よ る 意 見 の 陳 述 で 主 張

し て い る 異 議 申 立 て の 理 由 は 、 次 の と お り で あ る 。  

（ １ ）  神 戸 市 、 明 石 市 、 姫 路 市 、 あ わ じ 市 の 県 費 負 担 教 職 員 の 職

専 免 研 修 を 行 っ た 教 員 の 職 、 氏 名 は 公 開 さ れ て い る 。  

（ ２ ）  実 施 機 関 は 氏 名 等 を 公 表 す る と 、 市 民 か ら の 誤 解 を 招 く 、

自 由 な 研 究 が 阻 害 さ れ る 、不 当 な 圧 力 が か か り 事 務 の 適 正 な

遂 行 を 阻 害 す る 、教 員 と 保 護 者 と の 信 頼 関 係 が 崩 れ る 、自 主

的 、自 発 的 な 研 修 に 支 障 を き た す お そ れ が あ る と 主 張 す る が 、

他 市 は そ の よ う な お そ れ が な い か ら 氏 名 を 公 表 し て い る と

考 え ら れ る 。  

（ ３ ）  宝 塚 市 が 一 律 に 氏 名 等 を 公 開 し な い 理 由 に 、他 市 と 異 な る

具 体 的 な 特 殊 な 事 情 が あ る の か 。  

（ ４ ）  平 成 １ ９ 年 １ 月 ２ ９ 日 の 宝 塚 市 の 答 申 に よ る と 、職 専 免 研

修 の 趣 旨 が 阻 害 さ れ る と し て い る が 、 観 念 的 な 理 由 で あ る 。

具 体 的 に ど ん な 支 障 が あ る の か 。  
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４  実 施 機 関 の 説 明  

  実 施 機 関 の 部 分 公 開 決 定 理 由 説 明 書 及 び 口 頭 に よ る 説 明 は 、次

の と お り で あ る 。  

（ １ ）  教 育 公 務 員 （ 以 下 「 教 員 」 と い う 。） は 、 教 育 公 務 員 特 例

法（ 以 下「 教 特 法 」と い う 。）に よ り 、授 業 に 支 障 な い 限 り 、

勤 務 場 所 を 離 れ た 研 修 を 、校 長 の 承 認 の も と 自 主 的 に で き る

こ と に な っ て い る 。  

（ ２ ） 教 員 の 氏 名 等 の 情 報 を 公 開 す る こ と に つ い て は 、教 員 の 研

修 は 多 岐 多 様 で あ り 、自 発 的 、自 主 的 な 研 修 に お い て は 職 務

に 関 す る こ と を 自 由 な テ ー マ で 行 っ て い る が 、公 開 す る こ と

に よ り テ ー マ を 自 由 に し た 研 修 を 実 施 す る こ と が 困 難 と な

り 、思 想 、信 条 等 に 関 す る 研 修 を 行 っ た 場 合 等 、市 民 か ら 誤

解 を 招 き 、教 員 の 自 由 な 研 修 が 妨 げ ら れ る お そ れ や 、研 修 方

法 、内 容 等 に 不 当 な 圧 力 が 及 ぶ お そ れ が あ り 、当 該 研 修 制 度

の 適 正 な 実 施 を 阻 害 す る 。  

（ ３ ） 教 員 は 保 護 者 と の 信 頼 関 係 が 大 切 で あ る 。い ろ い ろ な 研 修

を 行 う こ と が で き 、ま た 、そ う い う 自 由 が あ る こ と を 理 解 し

な い 保 護 者 も い る の で 、研 修 の 内 容 で 、保 護 者 と の 信 頼 関 係

が 崩 れ る お そ れ が あ る 。          

 

５  審 査 会 の 判 断  

 審 査 会 は 、申 立 人 の 主 張 及 び 実 施 機 関 の 説 明 並 び に 本 件 文 書 を

審 査 し た 結 果 、 以 下 の よ う に 判 断 す る 。  

（ １ ）  教 特 法 第 ２ ２ 条 に 基 づ く 研 修 の 意 義 に つ い て  

    地 方 公 務 員 で あ る 教 員 の 研 修 に は 、地 方 公 務 員 法 第 ３ ９ 条

に 基 づ く 研 修 と し て 、任 命 権 者 が 行 う 研 修（ 以 下「 職 務 研 修 」

と い う 。） 以 外 に 、 教 特 法 第 ２ ２ 条 第 １ 項 に 基 づ い て 、 同 条

第 ２ 項 に よ り 授 業 に 支 障 の な い 限 り 校 長 の 承 認 を 受 け て 、勤

務 場 所 を 離 れ た 研 修 （ 以 下 「 職 専 免 研 修 」 と い う 。） が 認 め

ら れ て い る 。前 者 は 、任 命 権 者 か ら 命 ぜ ら れ た 職 務 と し て の
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研 修 で あ る の で 、そ の 内 容 を 氏 名 等 も 含 め て 公 開 と し て い る 。

一 方 、 後 者 の 職 専 免 研 修 は 、 校 長 が そ の 承 認 を す る 際 に 、 授

業 へ の 支 障 の 有 無 に 加 え て 、職 務 と 関 係 が 認 め ら れ る も の か

ど う か 、研 修 の 実 施 後 に 職 務 へ の 反 映 が 認 め ら れ る も の か ど

う か 等 に つ い て も 判 断 す る が 、教 員 の 資 質 を よ り 高 め る た め

に 行 わ れ る も の で あ る 点 で 、教 員 の 自 主 性 、自 立 性 が よ り 重

視 さ れ て お り 、こ の 点 で 職 務 研 修 と は 異 な る 性 格 を 有 し て い

る と い え る 。  

教 員 に は そ の 職 務 や 責 任 に お い て 、一 般 の 地 方 公 務 員 と は

異 な る 特 殊 性 が あ る こ と か ら 、教 特 法 第 ２ １ 条 第 １ 項 は 教 員

に「 絶 え ず 研 究 と 修 養 」に 努 め る こ と を 義 務 付 け る こ と に よ

っ て 、研 修 を 教 員 が そ の 職 責 を 遂 行 す る た め に 必 要 不 可 欠 な

も の と し て 位 置 付 け 、 研 修 の 積 極 的 な 実 施 を 要 請 し て い る 。

そ し て 、任 命 権 者 に も 、こ の よ う な 教 員 の 積 極 的 な 研 修 を「 奨

励 す る た め の 方 途 そ の 他 研 修 に 関 す る 計 画 」を 実 施 す る こ と

を 、 同 条 第 ２ 項 に お い て 義 務 付 け て い る 。  

こ れ ら か ら 、教 員 の 職 専 免 研 修 は 、校 長 の 承 認 と い う 条 件

は あ る が 、 教 員 の 特 殊 な 職 責 を 全 う す る た め 、 自 主 的 、 自 立

的 な 研 修 と し て 、 設 け ら れ て い る こ と が 認 め ら れ る 。  

（ ２ ）  本 件 文 書 に つ い て  

    本 件 文 書 は 、教 特 法 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 に 基 づ き 、平 成 １ ８ 年

度 の 夏 季 休 業 中 に お け る 宝 塚 市 立 学 校 教 員 の 職 専 免 研 修 の

研 修 計 画 承 認 願 並 び に 研 修 報 告 書 及 び そ の 報 告 書 に 添 付 さ

れ た 研 修 の 資 料 等 で あ る 。  

職 専 免 研 修 の 申 請 は 、宝 塚 市 立 学 校 に 勤 務 す る 教 員 が 、研

修 を 実 施 す る 予 定 の 期 日 、研 修 テ ー マ ・ 内 容 等 及 び 研 修 場 所

を 研 修 計 画 承 認 願 に 記 載 し 、そ の 所 属 す る 学 校 の 校 長 あ て に

提 出 し 、 校 長 及 び 教 頭 の 承 認 を 得 て い る こ と が 認 め ら れ る 。 

職 専 免 研 修 の 報 告 は 、研 修 報 告 書 が 研 修 を 実 施 し た 日 ご と

に 作 成 す る 様 式 と な っ て お り 、当 該 様 式 に は 、研 修 を 実 施 し

た 期 日 、 研 修 場 所 、 そ の 研 修 内 容 、 研 修 成 果 、 研 修 成 果 の 活
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用 を 記 載 し て 添 付 資 料 と と も に 校 長 あ て に 提 出 し 、校 長 及 び

教 頭 の 確 認 を 得 て い る 。添 付 さ れ た 研 修 の 資 料 等 は 、実 施 し

た 研 修 の 内 容 が ど ん な も の で あ っ た か を 説 明 す る も の で 、教

員 が 作 成 し た 文 書 、書 籍 の 写 し な ど が 添 付 さ れ て い る こ と が

認 め ら れ る 。  

（ ３ ）  条 例 第 ７ 条 第 １ 項 第 ６ 号 本 文 の 該 当 性 に つ い て  

    実 施 機 関 は 、本 件 文 書 の 教 員 の 氏 名 等 を 公 開 す る こ と に よ

り 、職 専 免 研 修 の 核 心 を な す 教 員 の 自 由 な テ ー マ 選 択 に よ る

研 修 制 度 が 阻 害 さ れ る こ と に な る と 主 張 す る の で 、こ の 点 に

つ い て 検 討 を 加 え る 。  

職 専 免 研 修 の 意 義 は 、 上 記 (１ )の と お り で あ り 、 校 長 の 承

認 の 前 提 は あ る が 教 員 の 自 主 性 、 自 立 性 が 尊 重 さ れ て い る も

の と 考 え ら れ る 。  

次 に 、 個 々 の 教 員 が ど の よ う な テ ー マ の 職 専 免 研 修 を 行 っ

た か が 公 開 さ れ た 場 合 に 、 教 員 の 自 主 性 、 自 立 性 に 基 づ い た

研 修 の 実 施 を 阻 害 す る 可 能 性 の 有 無 に つ い て 検 討 す る 。  

例 え ば 、 教 員 が 民 主 主 義 や 人 権 教 育 を テ ー マ と し て 研 究 を

行 う 場 合 を 考 え る と 、 こ れ ら の テ ー マ は 広 範 な た め 、 様 々 な

観 点 か ら 研 究 す る こ と に よ り 、 初 め て 総 合 的 な 理 解 が 得 ら れ

る 。 民 主 主 義 に つ い て 理 解 を 深 め よ う と す る と 、 民 主 主 義 を

正 当 化 す る 哲 学 的 、 歴 史 的 な 視 点 の ほ か 、 民 主 主 義 の 阻 害 要

因 等 に つ い て も 研 究 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 人 権 教 育 に つ い

て も 、 同 様 で 、 人 権 擁 護 の 考 え 方 と と も に 、 人 権 侵 害 の 歴 史

や 事 例 の 研 究 が 不 可 欠 で あ る 。 こ の よ う に 、 教 員 が 職 専 免 研

修 に お い て あ る テ ー マ を 研 究 し 深 く 理 解 す る た め に 、 さ ま ざ

ま な 視 点 か ら テ ー マ を 総 合 的 に 研 究 す る 必 要 性 が 認 め ら れ る 。 

こ の よ う な 研 究 の 在 り 方 を 想 定 す る と 、 教 員 が 職 専 免 研 修

に お い て 、 反 民 主 主 義 的 な 視 点 や 、 人 権 侵 害 の 歴 史 の 研 究 を

し た 場 合 な ど 、 純 粋 に よ り 深 い 研 究 を 目 的 と し た も の で あ っ

て も 、 研 究 テ ー マ の 選 定 に つ い て 誤 解 し た 見 方 を さ れ る こ と

は 十 分 に 予 想 で き る 。  
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以 上 の こ と か ら 、 特 に 教 員 の 自 主 的 、 自 発 的 な 研 修 で あ る

職 専 免 研 修 に お い て 、 特 定 の 教 員 が ど の よ う な 内 容 の 研 修 を

行 っ た か が 明 ら か に な っ た 場 合 に 、 そ の 教 員 が 行 っ た 研 修 に

つ い て の 誤 解 を 生 じ る と と も に 、 批 判 、 非 難 の 対 象 と な る こ

と が 考 え ら れ る 。 そ の 結 果 、 教 員 が 職 専 免 研 修 の 実 施 に 対 し

消 極 的 に な り 、 あ る い は テ ー マ の 選 択 に 際 し 、 自 主 性 が 狭 め

ら れ る な ど 、 職 専 免 研 修 の 趣 旨 が 阻 害 さ れ 、 当 該 研 修 制 度 が

形 骸 化 す る お そ れ が あ る こ と が 認 め ら れ る 。  

（ ４ ）  実 施 機 関 が 氏 名 等 を 非 公 開 と し た こ と の 合 理 性 に つ い て  

申 立 人 は 、 実 施 機 関 以 外 の 兵 庫 県 下 の 数 市 の 教 育 委 員 会 に

お い て 、 職 専 免 研 修 の 報 告 書 を 全 部 公 開 と 判 断 し て い る こ と

か ら 、 実 施 機 関 が 教 員 の 氏 名 等 を 非 公 開 と す る 合 理 的 理 由 が

な い と 主 張 し て い る が 、 教 員 の う ち 、 県 費 負 担 教 員 の 服 務 監

督 の 権 限 は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 ３ ６ 年 ６ 月 ３ ０ 日 法 律 第 １ ６ ２ 号 。）第 ４ ３ 条 に お い て 、市

町 村 教 育 委 員 会 に 与 え ら れ て お り 、 こ れ を 受 け て 、 各 市 町 村

教 育 委 員 会 が 、 職 専 免 研 修 に つ い て の 具 体 的 手 続 等 に つ い て

定 め て い る こ と か ら 、 職 専 免 研 修 の 内 容 や そ の 報 告 書 の 様 式

は 、 各 市 教 育 委 員 会 に よ っ て 様 々 で あ り 、 そ の 判 断 の 是 非 に

つ い て は 単 純 に 比 較 す る こ と は で き な い も の と 考 え る 。  

よ っ て 、 申 立 人 の 主 張 は 、 当 審 査 会 の 結 論 に 影 響 し な い も

の で あ る 。  

（ ５ ）  以 上 の こ と か ら 、職 専 免 研 修 を 行 っ た 教 員 の 氏 名 等 の 公 開

は 、結 果 的 に 当 該 研 修 の 趣 旨 及 び 本 来 的 な 運 用 に 著 し い 支 障

が 生 じ る お そ れ が あ る の で 、条 例 第 ７ 条 第 １ 項 第 ６ 号 に 該 当

す る と 判 断 す る 。   

 

し た が っ て 、 本 件 文 書 に つ き 、 実 施 機 関 が 行 っ た 本 件 決 定 は 、 妥

当 で あ る 。  



 7

（ 別 紙 ）  

１  宝 塚 市 個 人 情 報 保 護 ・ 情 報 公 開 審 査 会 委 員 名 簿  

   氏   名     役    職    等   

    

 荒  川  雅  行  関 西 学 院 大 学 法 科 大 学 院 教 授 （ 刑 法 ）   

    

 植  木  壽  子  弁 護 士 （ 大 阪 弁 護 士 会 ）   

    

 荏  原  明  則  

（ 会 長 代 理 ）  

関 西 学 院 大 学 法 科 大 学 院 教 授 （ 行 政 法 ）  

     

 中  村  留  美  弁 護 士 （ 兵 庫 県 弁 護 士 会 ）   

    

 平  松   毅  大 東 文 化 大 学 法 科 大 学 院 教 授 （ 憲 法 ）   

 （ 会 長 ）  

 

  

 

２  審 査 過 程  

    日     程  内      容   

 １  平 成 １ ９ 年  ８ 月  ８ 日  諮 問   

 ２  平 成 １ ９ 年  ８ 月 １ ０ 日  異 議 申 立 人 に よ る 陳 述 及 び 審

査  

 

 ３  平 成 １ ９ 年  ９ 月  ５ 日  審 査   

 ４  平 成 １ ９ 年 １ ０ 月  ５ 日  実 施 機 関 に よ る 非 公 開 理 由 説

明 及 び 審 査  

 

 ５  平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日  審 査   

 ６  平 成 １ ９ 年 １ １ 月 １ ２ 日  答 申   

 


